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わが国における肢体不自由児

施設の歴史的展開(下)

一 緑成会整育 園の歴 史 を中心 に

吉 野 由美子

は じ め に

本論文 は,1992年3月 発行 の東京都立大学 人文学報 に搭載 した論文の後半部

である。

本論文 は,修 士論文 と して書 いた もの に,加 筆修正 をした ものであ る。明治

期以後の肢体不 自由児対策の大 まかな流れ を追いなが ら,肢 体不 自由児施設の

成 り立 ちを概括 しようと試みたのであるが,ま だや っと輪郭 を描いた程度の粗

削 りの ものであるが,社 会事業 史の研究の 中で も,心 身障害児関係施設 の歴史

に関する研 究 は,ま だ数 も少 な く,特 に肢体不 自由児 関係 は殆 どない状態 なの

で,思 い切 って発表 する事 とした。

第三章 障害児問題の変容 と緑成会整育園の対応

第一節 障害原因の急速な変化と肢体不自由児施設の対応

(1)肢 体不自由児施設の全県設置

(2)障 害原因の急速な変容とその影響

第二節 重症心身障害児対策の展開

第三節 緑成会整育園の設備充実

第四節 収容児の病種変化と整育園の対応

第五節 多田園長の緑成会整育園の将来構想 と突然の死去

注
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第四章1970年 以降のわが国の肢体不 自由児

施設 の展 開 と緑成会整育園

第一節 肢体不 自由児施設の運営 に大 きな影響 を与 えた出来事

(1)障 害者運動 の高 まり

(2)ボ バース法 ・ボイタ法 の紹介 とその影響

第二節 養護i学校義務化 と肢体不 自由児施設

第三節 肢体不 自由児施設 の対応

(1)児 童福祉施設最低基準 の改正

(2)1980年 以降の肢体不 自由児施設の動 向

第四節1970～1980年 までの緑成会整育 園の動 向

(1)正 林園長の就任か ら重度棟建設 まで

(2)入 園児 の状況 と施設職員

第五節1980年 か ら現在 までの緑成会整育園の動 向

注

終 章

第一節 わが国における肢体不自由児施設の歴史的展開とその分析

第二節 緑成会整育園の歴史的展開とその分析

第三節 今後の課題

注

文献リス ト
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第三章 障害児問題の変容 と

緑成会整育園の対応

一1955年 ～1970年 代 一

第一節 障害原因の急速な変化と肢体不自由児施設の対応

(1)肢 体不 自由児施設 の全県設置"

1947年(S22)年 に制定 され た児童福祉法 によって,肢 体不 自由児施設設立

の法的な基盤 は出来上が ったが,戦 後の混乱状 態が続 いてい る時期で もあ り,

障害者 に対 す る世 間的な理解 も十分 でない中で,肢 体不 自由児施設の全 国への

普及 には多 くの困難があ った。

高木憲次 は,1949(S24)年 か ら約3年 間 をか けて,肢 体不 自由児の療育 に

ついての思想の普及のため,厚 生省 の協力 の下 に全 国 を くまな く巡 回療育相談

して回 った。高木憲次の,こ の様 な努力 を通 して肢体不 自由児施設 の建設 は次

第に全 国に広 まっていったが,そ の全県設 置 まで には,児 童福祉法成立か らな

お16年 が必要で,全 県設置が達成 されたの は1963(S38)年,東 京 オリンピ ッ

ク開催 の前年であ った(次 ペ ージ表1参 照)。

(2)障 害原 因の急速 な変容 とその影響

肢体不 自由児施設の量的 な整備過程 と平行 して,肢 体不 自由児施設に よる療

育 に大 きな影響 を与 えた障害原因の急速 な変化が起 こった。

表2は,1954(S29)年 に文部省が中心 になって行 った肢体不 自由児実態調

査(注1)の,肢 体不 自由 を引 き起 こす原因 となった疾患別の割合 を示 した も

のであ る。関節疾患25%,脊 髄性小児麻痺20.1%,結 核性骨関節疾患14.2%,

脳性小児麻痺14.6%等 が高 い割合 を示 してい る。

表 をみて分か るように,肢 体不 自由 を引 き起 こす原因 となる疾患 別の分類方

法が,現 在 の もの とは若干違 うので,単 純 な比較 はで きないが,伝 統的 に肢体

不 自由を引 き起 こす 四つの主な原因 といわれて来 た,脊 髄性小児麻痺(ポ リオ),
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表1肢 体不自由児施設設置状況

年度 施設数 合計 年度 施設数 合計

1950 2 2 1957 6 23

1951 1 3 1958 4 27

1952 4 7 1959 5 32

1953 2 9 1960 3 35

1954 1 10 1961 6 41

1955 5 15 1962 3 44

1956 2 17 1963 4 48

(全国肢体不 自由児施設実態調査からまとめた もの)

表2疾 患別分類比率

肢体不自由児の実態

マ ヒ 性 疾 患 イ 脊随性小児マ ヒ ロ 脳性小児マ ヒ バ その他

結核性骨関節疾患 イ 脊椎結核 ロ 関節結核 ハ その他

外 傷 性 疾.u. イ 偽関節 ロ 陣旧性脱 白 ハ 変形治癒骨折

二 拘縮 ・強直 ホ切断お よび離 断 へ新鮮 な骨折脱白

ト 弾掻膝 チ分娩マ ヒ リ その他

骨 疾 患 イ 先天性梅毒 ロ その他先天性系統的骨疾患 バ クル病

二 その他後天性系統的骨疾患 ホ 病的骨折 へ 骨腫瘍

ト ペルテス氏病 チ その他骨端症 リ その他

関 節 疾 患 イ 非結核性各種関節炎 ロ リウマチ ハ 拘縮 ・強直

二 病的脱 白 ホ 動揺関節 へ 先天股脱

ト その他の先天性脱 白 チ その他

形 態 異 常 イ 過剰性 ロ ・欠損性 ハ 癒着 二 裂股 ホ 裂椎

へ 顔面裂 ト ロ蓋裂 チ 斜頭 リ 内反足

ヌ 高度のX脚 ル 高度の0脚 ヲ 反張膝

ワ 脊椎側弩 力 扁平椎 ヨ その他

(出典 「肢 体不 自由児(者)の 実態 」P3よ り)
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第3表 疾患別分類比率

マヒ性疾患
脊随性小児マヒ
脳性小児マヒ
その他

結核性骨関節疾患

外傷性疾患

骨疾患

関節疾患

形態異常

無記

%

38.36

20.13

14.55

.:

14.22

7.70

:・

24.97

10.35

0.54

無 記入

0.54%

骨 疾患

関節疾患

25%

脊髄 性

小児 マ ヒ

20.1

ヒ

%

マ

乃

性

児

14
遷騰

結 核性形 態 異常

骨 関節疾患

10.4%14 .2

その他

(出典 「肢 体不 自由児(者)の 実態」P3よ り)

結 核 性 骨 関節 疾 患,先 天性 股 関節 脱 臼等 を含 む関節 疾患,脳 性 小児 麻 痺 が,そ

れ ぞ れ高 い比 率 を示 して い る。

しか し,こ の肢 体 不 自由 を引 き起 こす 四つ の 主 な原 因の 内,結 核 性 骨 関節 疾

患 ・脊 髄性 小 児 麻 痺 とい った感 染症 につ い て は,医 学 の著 しい進 歩 に よ って,

1960年 代 前 半 まで に,疾 患 の発生 それ 自体 が 大 変希 な もの にな った し,感 染 し

て も科 学療 法 に よ り,早 期 の治療 が 可能 にな った。

す な わ ち,結 核性 の骨 関節疾 患 につ い て は,戦 後,ス トレプ トマ イ シ ン等 の

抗 結 核 剤 に よる化 学療 法 の進 歩 に よって,初 期 で の治 療 が 可能 とな った。

又,戦 前 よ り障 害 原 因 の 中で は常 に大 きな位 置 を占 め てい た 脊髄 性小 児麻 痺

につ いて は,1960～1961年(S35～36)に か けて,わ が 国 で大 流 行 し,大 きな

社 会 問 題 とな ったが,こ の流行 をな ん とか 食止 め よ う とす る,母 親 達等 を中心

とす る運動 に よって導 入 され た,生 ワ クチ ンに よる予 防接 種 の普 及 に よ って,

1963(S38)年 に は,わ が 国 で の発 生 は皆 無 とな った ので あ る。

先 天性 の股 関節脱 臼 は,早 期 の発 見 と治 療技 術 の進 歩 に よ って,乳 ・幼 児期

に大 きな後 遺 症 を残 さず に治療 す る こ とが 可 能 にな っ た。

この様 に,三 つ の障 害 原 因が 姿 を消 してい くと,必 然 的 に脳性 麻 痺 を中心 と
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す る脳 神経 系 の障害 が高 い比 率 を占め るよ うに な った ので あ る。

表3(注3)は,全 国肢体 不 自由児 施 設 運営協 議 会 が1962年 度 か ら実 施 して

い る,全 国肢 体 不 自由児 施設 実 態 調査 結 果 か らの引 用 で あ る。1962年(S37)

に は,在 園児 数 に占 め るポ リオ児 の割 合 が29.2%,先 天 性 股 関節 脱 臼児12.3%,

結核 性 骨 関節 炎 児5。1%で あ ったが,1969年 に な る と,ポ リオ9.4%,先 天性 股

関節脱 臼7.5%,結 核 性 骨 関節 炎0.5%と 激 減 して い る こ とが分 か る。 一方,脳

性麻 痺 児 の 占め る割 合 は,1962年 に は31.7%で あ ったの が,1969年 には57%と

急 増 してい る。

肢体 不 自由 を引 き起 こす 原 因 の急 速 な変化 は,肢 体 不 自由児 施 設 の在 園児 の

状 態 を急 速 に変 え て い った。

「昭和31年 の全 国 の肢 体 不 自由児 の施 設 は まだ17施 設 しか な か った時 代 です

が,そ の時 に若松 栄 一 さんが 母 子衛 生 課 長 を して お られ た。一 中略一 当時 は ま

だ ポ リオが 全 盛期 で,肢 体 不 自由児 施 設 もで きた ばか り,で す か ら肢 体 不 自由

児施 設 はで きるだ け治 療効 果 の上 が るケ ース をいれ て,で きるだ け早 く地域 に

帰 して 『肢 体 不 自由児 を治療 す る とこ うい うふ うに よ くな るん だ よ』 とい うメ

リ ッ トを多 くの地 域 で 分 か っ て も らう,そ うい う啓 蒙 ・普 及 を して欲 しい と

お っ しゃい ま した 。

一 中略一 で す か ら
,脳 性 マ ヒの場 合 です と尖 足 な ど手 術 して歩 き方 の よ くな

る よ うな ケ ー ス を優 先 して入 れ て,そ の数 は全 収 容児 の20%以 内 に押 さえ るこ

とが 望 ま しい とい う指 導 が あ った時代 な んで す」(注2)

上 の 「」 の 中 は,1688年5月 発 行 の 『厚生 』 か らの 引用 で あ るが,こ の文章

は,全 県設 置 以前 の肢 体 不 自由児 施 設 の様子 を的確 に示 してい る。

激 減 した三 つ の 障害 原 因 の一 つ,結 核 性骨 関節 疾患 の代 表 的 な例,脊 髄 カ リ

エ スの 治療 は,患 児 をギ ブスベ ッ ドに固定 し,長 期 間安 静 を保 つ,し たが って

教 育 はベ ッ ドサ イ ドに教 師 が 出張 して行 う必 要 が あ っ た。 また,脊 髄性 小 児麻

痺 児 は,一 般 的 に は知 的 障 害 は合 併 せ ず,治 療 は整形 外 科 的 手術 と運動 療 法 で

あ っ た。 これ に対 して脳性 麻 痺 児 は,多 く知 的 障害 を初 め,様 々 な障害 を合併

し,整 形 外 科 的 治療 は,対 症 療 法 と して は有 効 で あ って も,そ れ だけで は,脳

性 麻 痺児 の持 つ他 領 域 の問 題 を解 決 す る こ とはで きなか った。
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したが って,減 少 した三つの障害原因に整形外科的治療 を中心 に して対応す

ることを目的 として発展 して きたわが国の肢体不 自由児施設の性格 は,在 園児

に占め る脳性麻痺児 の割合 の急速な増加 によって,急 速 な変化 を余儀無 くされ

たのであ った。

上で見 たように,障 害原 因の急速 な変化は,肢 体不 自由児施設 の全県設置直

後 にはすで に起 こっていたが,し か し,脳 性麻痺 に対す る有効 な治療 ・訓練 法

がわが 国に導入 されるのは1970年 代 に入 ってか らであ り,そ れ までの間,肢 体

不 自由児施設 において は,重 度 ・重複化 する在園児対策 に,決 め手 を持たず試

行錯誤 を繰 り返 した。

尚,1962(S37)年 に都立北療育園が,又,1964(S39)年 には民営の東京

小児療育病 院が新たな肢体不 自由児施設 として開設 された。 どち らの施設 も,

脳性麻痺等,脳 神経系 の よ り重度 の障害児 に対応す ることを,そ の施設設立 の

目的 としていた。特 に東京小児療育病 院は,先 天性疾患 と しての脳性麻痺 を幼

少期か ら治療 ・訓練す る事 を 目的 とし,施設内 に脳性麻痺研究所 を持つ とい う,

新 しい特色 を持 った肢体不 自由児施設で あった。

第二節 重症心身障害児対策の展開

高木憲次が 「不治永患児」 として,肢 体不 自由児 とは区別 して保護施設の対

象 と考 えた重症心身障害児 に対す る対策 は,児 童福祉法 に も制度化 されず放置

状態で あった。

この様 な状況の 中,終 戦直後 よ り,日 本赤十字病 院の小林提樹博士 は,担 当

す る小児科病棟 に,重 い先天性 の障害 を持 ち,行 くところのない子供達 を預か っ

て,延 命 と保護 を中心 とす る処遇を行 っていた。 これが,わ が 国の重症心身障

害児 の処遇の始 ま りである。

1955(S30)年,小 林博士 の指導 に より重症心 身障害児 を持つ親の会 「両親

の集い」が結成 され,重 症心 身障害児対策の確立 に向けて活発 に活動 を開始 し

た。

昭和34年,草 野熊吉氏 が 自宅 を開放 し,重 症心 身障害児の収容療育 を開始す
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る。これが,わ が国初めての重症心 身障害児施設秋津療育 園であ る。

1961(S36)年 島 田療育園が 開設 され,厚 生省が島 田療育園 に初 めて委託研

究費 を支給,国 の重症心身障害児への公的 な取組が始 まった。1963年,厚 生省

は重症心 身障害児療育実施要綱 を作成,昭 和41年 よ り,国 立療養所へ の重症心

身障害児委託 を開始 した。

昭和42年,児 童福祉法が改正 され重症心 身障害児施設が児童福祉施設 と して

位置付 けられ,本 格 的に重症心身障害児の施設整備が始 まった。

第三節 緑成会整育園の設備充実

「毎年毎年 い くば くかの建物が増加 して来た。それで もなお いつ も建物の狭

あい をかこわねばな らなかった。新築 されればそれだけの広 さの所 を返 さねば

な らない借家住 まいであ ったか ら一 中略 一窮屈 な寮舎 と不完全 な設備 は,日 本

の社会福祉 施設 の立場 を縮図化 した ものである と一後略一」 これは,1955(S

30)に 発刊 された整育園機関紙 「整育」 か らの引用 で,設 立 か ら10年 ほ どの緑

成会整育 園の様子 をよ く現 している。

第二章で述べ た ように,緑 成会整育園 は,多 摩補導所病院の児童部 的存在か

ら発足 し,自 己の財産 を持 たず,都 立の多摩補導所 の建物 を借用 して設立 され

た。その設備 充実 の経過は次ペ ージの表4の ようである。

1958(S33)年,鉄 筋 コンク リー ト造 りの訓練棟 が完成 し,都 か ら借 りた建

物 をすべ て返還す ることがで きたが,こ の過程 においては,都 教育庁 の理解 を

得 て,「 教育庁 の建設 した教室 を,ベ ッ ドサ イ ドス クール を兼ね た病室 として

利用 した り,特 別教室 を機能訓練室 として利用 した」(注4)等 や,民 間の善意,

特 に米軍キ ャンプの人達の協力 に頼 るな ど綱渡 り的対応 も多か った。

この様 に様 々な工夫 を重 ねて 「無 か ら有 を,生 み出す」緑成 会整育園の基盤

造 りは,1958年5月 に入所定員 を100名 に増や して完成 したのであ る。

しか し,こ の時期 にはすでに,初 期の頃 に建設 した建物 は,戦 後 のバ ラック

の急造 とい う事 もあ り老朽化 が進み,又,ポ リオの全 国的な大流行 によるニー

ズの増加 に対応す るため,改 築 を行 う必要 に迫 られた。1961～1963年 の二期 に
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表4緑 成会 育 園の建物整 備状 況

昭和25年3月 多摩 補導所 病 院の一部 病室及 び東京 身体 障害者公 共職 業補

導所 の議 堂 の一部 借用

昭和26年1月 病室174.9㎡(財 団)

昭和26年12月 病室94㎡(米 軍寄付)

昭和29年7月 炊事 ・浴場131㎡(同 上)

昭和30年9月 薬局 及消毒 室 .17.3㎡(財 団)亀

昭和31年2月 病室98㎡(西 多摩婦 人会及 米軍寄付)

昭和32年2月 食堂 兼娯 楽室74.3m2(財 団)

昭和33年4月 訓練 ・管理 ・病 室633.6㎡(国 ・都 ・財 団)

:灘 驚 聚 欝 撫 警嚢彙75。㎡(国.都.財団)

昭和38年10月 洗濯 室41.3m2(お 年 玉年賀 はが き)

昭和39年3月 温水 浴療法 室98,38m2(日 本 自転 車振 興 会 ・財 団)

昭和39年4月 女子 職員宿 舎193m2(厚 生年金 還元融 資 ・財 団)

(多摩緑成 会30年 の歩 みP75)

分 けて,国 と都 か らの補 助 金 と財 団 の借 金 に よ って,最 古 の 寮 を改 築 した。又,

1963年 に は入 所 定 員 をll2名 に増 や し,急 増 す るポ リオ後遺 症 の子 供達 の需要

に答 え よ うと した。

1968(S43)年 には 「行政 土 地 に民 間 の施設 が 恒久 的 な事 業展 開 をす る不合

理 を是正 す る ため,借 用 土 地 を払 い下 げ」(注5)と い う東 京都 の方 針 に したが っ

て,計8,573.61㎡ の土 地 の払 い下 げ を受 け名実 共 に独 り立 ちの施 設 とな った の.

で あ る。

第四節 収容児の病種変化と整育園の対応

図1は,昭 和26年 か ら30年 間 の緑 成 会整 育 園在 園児 の病種 別 割 合 を現 した も

ので あ る。 開設 当時 か ら1959年 ご ろ まで は,結 核 性 骨 関節 疾 患 の 割合 が40%を

越 え,特 に1955(S30)年 に は55%と い う高 い割合 を示 して い る。 これ は,緑
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図1病 類別在園比 (昭 和56.3.1.現 在)

'一一Z

ペ ルチ ス氏 病

図2結 核性疾患児の各年別の在園児数と各年度別の入園児数

図1～ 図4は 多摩 緑 成 会30年 の歩 み

P83～84か らの引 用
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図3ポ リオ児の各年別の在園児数と各年度別め入園児数

図4脳 障害児の各年別在園児数と各年度別の入園児数

成会整育園の初期 の入園児が,戦 中戦後の混乱期 の中での,戦 災孤児 ・浮浪児

が多 く,結 核 に対す るきちん とした治療 を受 けることがで きず,脊 髄の変形等,

重症 の状態で入 園 し,治 療 に長 い期 間を要 したことを背景に してい る。図2で

分かる ように,戦 後の混乱状態 の終息 と,化 学療法 の普及に よって,新 たな入

園児童 は徐 々 に減 り,1959年 以降は,こ れ らの疾患 を持つ児童 は結核専門病院

に入院 し治療 を受 ける事 になったため,翌 年 よ り在 園児 に占めるこの種 の児童

の割合 は,急 速 に減少 していった。
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「脳性麻痺 は積極的 に治療 を受 け させ る事 もな く,患 者 を社会か ら隠 してい

た傾向 もあ り,昭 和32年 頃 まで は,毎 年5名 以下 と入 園が少なか った。当時 は

巡回診療 に出向いて行 って も診療 を拒 んだ親が いた。」(注6)と い う状態であっ

たが,園 では,1956年4月 に脳性麻痺児学級 を開設 し,翌 年6.月 には,脳 性麻

痺児専用 の訓練棟,西 多摩寮 を新築,重 度 の障害 を持つ彼等 のために,「 生活

すなわち訓練が なお徹底 して行 われ るようにな った。ス タ ッフは専任訓練者(看

護婦)を 中心 とし,教 師,助 手数名があた り,訓 練室居室,す べ て生活訓練 の

場 とな り」(注7)と い う新 しいプログラム を行 った。

大流行 によって緊急 の対応 に迫 られたポ リオの児童 に関す るニー ドに対 して

は,結 核性疾患 の児童 を他 の専門病院 に転 院させ る努力 を した り,三 節で見 た

ように増改築 によって定数 を増や して,な ん とか対応 しよう とした。 しか し,

増加す る入園希望 に対応す ることはで きなかった。整育園で は,入 園 を待つ児

童の待機児童名簿 を1970(S45)年 頃 まで作成 して いたが,「その名簿 で見 ると,

家庭環境が悪 く,地 域 で生活す るのが無理 な ような養護性の高 いケース も,障

害が重度で治療効果が上が らない と言 う理由で入所 で きない事 が多 く,こ うい

うケースはどうなって しまうんだろ うとよ く思 った ものです」 と,緑 成会整育

園 に古 くか ら勤務 してい る職員が,こ の時代 を回想 していた。

第5節 多田園長の緑成会整育園の将来構想 と突然の死去

三節,四 節 で 見 て きた よう に,財 政基 盤 の 乏 しい緑 成 会整 育 園 に とって は,

1960年 代 の約10年 は,感 染 症 を中心 と した障 害 原 因 に よる,単 純 な肢 体 不 自由

児 に対 応 す るた め の小 児 整形 外科 病 院機 能 をベ ース に お い た,肢 体不 自由児 施

設 と して独 り立 ちす る期 間 で あ った とい え よ う。

図1か ら も分 か る よ うに,1960年 にはす で に,在 園児 に占 め る脳 性 麻痺 児 の

割合 は30%近 くな って い たが,結 核 性 疾 患 を障害 原 因 とす る入 園児 童 は1965年

以 後1名 もな く,ま た,ポ リオ も1968年 以 降 は新 た な入 所 児童 が ない状 態 で,

その結 果 と して,1965年 以 降,脳 性麻 痺 児 の割合 が急 激 に増 加 して い った。

脳性 麻 痺児 の持 つ 障 害 は一般 的 に重 度 で,複 雑 な もの で あ って,彼 等 の持 つ
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昭和40年頃の整育園運動会

昭和40年 頃 の全景

ニ ー ドに対 応するには,体 力的に も虚弱で,移 動 能力 に乏 しい彼等 に合わせた

新たな設備 が是非必要 であった。そ こで,1966年 以降整育 園で は,訓 練棟の改

修 や,石 炭 や石油のス トーブで行 っていた暖房 をステ ィームに切換 える等の対

応策 を取 ろうとしていた。

その最 中の1968(S43)年10月,以 前 か ら心臓 の具合が悪 い と言 ってお られ

た多田園長が心筋梗塞 にて急死 された。

1964(S39)年 に多摩緑成会の15年 を記念 して出 された 「多摩緑成会15年 の

あゆみ」 の中で多田園長 は,多 摩緑成会 とい う財 団 と整育 園の将来 につ いて,

第一 に重 症児収容 の ための整育 園の設備 の改 善,第 二 に脳性麻痺児 の特殊 な

ニー ドに対応す るための肢体不 自由児施設 の通 園部門の必要性,第 三に成人重

症障害者(肢 体不 自由)の ための施設経営 の必要性 を書 いている(多 摩緑成会

15年 のあゆみ40～42ペ ージ)。
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亡 くなられた時,多 田園長 は62才,ま だ働 き盛 りであった。そ して,障 害原

因の急速 な変化 に対応す る整育園の将来構想 について,上 に述べ たような具体

的な見通 しを持 ち,そ の実行 に強い熱意 を持 ってお られ,そ の実行 に欠 くこ と

ので きない行政的 ・人的繋が りを,都庁 を初め とす る各方面 に持 ってお られた。

その園長 の急 死は,曲 が り角 に立 っていた整育園の将来に大 きな影響 を与 えた。

なお,財 団設立 当時 は,社 会福祉事業法 も成立 していなか った時で もあ り,

財団法人 として病院 ・施設 を経営 し始めたのであ るが,そ の後 しば しば社会福

祉 法人への転換が検討 された。初期 のころは,社 会福祉 法人化 に よるメ リッ ト

もさほ どなか ったので,転 換 は具体的な ものにならなか った。1965年 以降転換

の試み は何 回か行 われたが,社 会福祉事業法成立 の初期の ころにおいては可能

であった病 院経営 を主体 と した社会福祉法人化(結 核 関係の療養所等か この例)

は,認 可が されな くな り,病 院 と施設の明確 な切離 しが必要であ った。緑成会

整育園 は今 まで見て きたよ うに,多 摩補導所病 院 と一体 となって なん とか施設

経営 を維持 して きた経過があ り,財 産的に も人員的 に も病 院 と施設 の明確 な切

離 しが不可能 な状 態にあった。 そのため,再 三の試み に も関わ らず,社 会福祉

法人化す ることがで きず,こ の事 も,1970年 代移行の施設経営 に大 きな影響 を

与えたのであ る。

注

1高 木憲次 監 修 『肢体 不 自由児(者)の 実 態』 東京 大学 出版 会1961年11月3日P

3か らの引 用

2座 談 会 「障 害者 問題 を考 え る」 『厚生(特 集 障 害児 対 策)』1985年5月P7か ら

の引用

3表3は,平 成2年 度全 国肢体 不 自由児施 設実態 調査 よ り引 用

4財 団 法人 多摩緑 成 会30年 記念 誌委員 会編 『多 摩緑 成 会30年 の あゆみ』 昭和57年4月

P?6"

54に 同 じP78

64に 同 じP84

74に 同 じP94
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第四章1970年 代以後のわが国の肢体不 自由

児施設の展 開と緑成会整育園の動 き

第一節 肢体不自由児施設運営に大 きな影響を与えた出来事

(1)障 害者運動の高 まり

1960年 か ら始 まる高度経済成長政策 によって,日 本の経済 は急速 な発展 を遂

げるが,そ れ と同時 に,公 害問題 ・都市へ の人 口の集 中による過疎 過密問題 ・

急速な核 家族化等,多 くの社 会的矛盾が表 出 して来 た事 は周知 の事 実である。

人口の都市集 中を背景 と して,急 速 に進 む核 家族化 の中で,そ れ まで家族が

まが りな りに も維持 して きた,障 害児(者)に 対 する養育 ・保護機 能は急速に

弱め られてい った。

一方障害の発生原 因は
,前 章で見 た医学 的な要 因の他 に,公 害 ・薬害等(注

1)人 為的 な ものが現 れた。その結果,そ れ までは,障 害 を因果応報 の結果 と

いった偏 見や,単 に個人的な もの として見 て きた世 間の障害児(者)に 対す る

認識が,障 害 をよ り身近 な もの,誰 に も起 こ り得 る可能性 のある もの,社 会的

に対策 を講 じなけれ ばな らない ものに,変 化 していったのである。

前章で見 て きた重症心 身障害児(者)に 対 す る対策の推進 は,こ の様 な社会

的背景の中で,重 症心 身障害児 を守 る会 を中心 とす る親の運動 によって促進 さ

れていった。 この運動 の波 は,重 症心身障害児(者)ほ どは重度 の障害ではな

いが,い わゆる リハ ビリテーシ ョンによって,労 働能力 を持つ こ とがで きない

ために,こ れ まで身体障害者福祉法の対策の枠 の外 に置かれてい た,重 度 の障

害者へ と広が ってい った。

重症心 身障害児(者)対 策 は,こ の時点では周知 の とお り収容施設 を増設 し,

全員 を保護 し延命 を計 る とい う もので,他 の重度障害者 に対す る対策 もこれに

準 じて行 われ,愛 知県 コロニー ・高崎 コロニー等大規模 施設が造 られてい った。

しか し,1970年 代 に入 ると,こ の様 な収容施設 中心 の対 策 に対 して,重 度の
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障害者特 に脳性マ ヒの人達 の中か ら,障 害者の管理 と隔離の政策である という

批判 と,反 対 の運動が起 こった。青 い芝の会の運動や府 中療育 セ ンターの闘争

等が代表的な ものであ る。

収容施設の増設 を要求す る運動が親 を中心 に した運動であ ったの に対 して,

「管理 と隔離」 に反対 す るこの運動 は,重 度 の障害者 自身の声 を反映 した もの

で,初 期 は大変 ラデ ィカルな ものであ り,そ のまま多 くの人 に受 け入 れ られた

わけで はないが,「 重度の障害 を持 っていて も,地 域で普通 に生活 を送 る権利

が ある」 とい う考 え方 は,収 容施設増設のみ を施策 と して きた,障 害者 問題対

策の在 り方 に大 きな影響 を与 え,障 害者問題に対す る親や一般 の人々の認識の

変化 にも大 きな影響 を与 えた。

(2)ボ バース法 ・ボイタ法 の紹介 とその影響

1970年(S45)年,ほ ぼ同時 にボバ ース及びボ イタに よる,神 経学的治療法

が わが国に紹介 された。 この事 は,脳 性麻痺児の治療 ・訓練 に効果的 な方法 を

持 たず,苦 慮 していた療育方法 に画期的 な転換 をもた ら した。

「神経生理学的治療 は,伝 統的 な他動運動 や 自動 運動 に よる関節可動域改善

や筋力強化 を目的 とした運動療法 に対 して,神 経生理学的理論 に基づ き中核神

経系障害の回復 を図 ろうとす る治療理論 で」(注2),ボ バ ース法 ・ボイタ法 は,

この神経生理学 的治療理論 に基礎 を置 くものであ る。

ボバース法 は,1940～1950年 代 にか けて,イ ギ リスのボバ ース夫妻 によって

提 唱 された もので,「 脳性麻 痺患者の臨床 的分析 に基づ き,早 期治療 を中心 と

す る独 自の治療体系 をつ くり,そ の後神経生理学的理論づ け とともに発展,改

良 を遂げ,現 在 は神経発達学 的治療 と呼 ばれ」(注3)て い る。

ボイ タ法 は,チ ェコスロバキァ出身の小児神経科医 ボイタに よって提唱 され

た独 自の理論 である。特 に,脳 性麻痺 の診断 は普通 ご く重症の もの を除いては,

生後6か 月以後 で可能 になるが,種 々の反応検査 によって脳性麻痺 になる可能

性 の強い ものに対 して,治 療 を行 えば,脳 性麻痺 にな ることを防 ぐこ とがで き

るので はないか とい う考 えに基づいて,早 期発見のための診断法 と,そ の後の

早期治療 の重要 さを強調 している。

この両方法 は,脳 性麻痺 の早期発見 ・早期治療 の重要性 に確 かな理論的根拠
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を与え,脳 性麻痺児の早期発見 ・治療 の各地での体制づ くりが進 んだ。 また,

新生児 ・乳児 に対す る超早期 ・早期 の治療 については,子 供 を親か ら分離 して

収容施設で行 う事 は,児 童の心理的側面 か ら多 くの問題が指摘 され,在 宅療育

について のニ ー ドが高 ま り,地 域の通園施設の充実や,肢 体不 自由児施設での

母子入園部門の拡大が行 われた。

第二節 養護学校義務化と肢体不自由児施設

1947(S22)年 制定の学校教育法 によって,盲 ・聾 ・養護学校 は原則 的には

義務化 されたが,特 に養護学校 につ いては,言 葉 は存在 して も,実 際の学校は

ほ とん ど存在 しない状態であ り,戦 後の混乱期 とい う当時の状況の中で設備 を

整 える事 も不可能であ った。このため,学 校教 育法第93条 において,「盲学校 ・

聾学校 ・養護学校 の就学義務並 びに第74条 に規定す るこれ らの学校 の設置義務

の部分 に関す る施行 日は政令 で これを定める」 とされ,義 務制実施 は事実上た

なあげ された。

盲学校 ・聾学校 に関 しては,戦 前 か らの実績 と,教 育関係者 の運動 を背景 に,

1948年 に小学校1年 になる児童 か ら義務制が実施 され たが,養 護学校 の義務制

実施 まで には,30年 を必要 と した。(当 時の養護学校設置状況 は表2参 照)

第一章で見 て来た ように,肢 体不 自由児施設 は,治 療 ・教育 ・職能の三位一

体 を行 うところ(療 育)と して考 えられていたが,1947年 制定 の児童福祉 法第

48条 第1項 において 「養護施設,精 神薄弱児施設及 び療育施設 に入所 中の児童

の うち,学 校教育法第22条 又 は第39条 の規定 に よ り就学 させ られるべ き者 につ

いての教育 は,学 校教育法 の定める ところによる」とされ,さ らにこの規定 は,

1951(S26)年 の児童福祉法 の改正 に よって,「 第48条 養護施設,精 神薄弱

児施設,盲 ろ うあ児施設,虚 弱児施設及び肢体不 自由児施設の長 は,学 校教育

法 に規定す る保護i者に準 じて,そ の施設に入所 中の児童 を就学 させ なければな

らない」(注4)と 明確 に改正 されたため,肢 体不 自由児施設入所 中の児童 に

対 する教育 は,療 育の理念か らだけで な く法的 に も施設 自身で解決 しなければ

な らない問題 と考 えられたのであった。 この様 な経 過 を経 て,「 全 国肢 体不 自
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由児施設長会議 において,入 所児童生徒 の義務教育 について種 々論議 され,そ

して文部省 に対 して,施 設内で小 ・中学校 の教育 が受 け られるような方途 を講

じて欲 しい旨の要望が出 された」(注5)。 これに応 えて,文 部省 は と りあ えず

施設 内に特殊学級 を開設す るよう,都 道府県の教育委員会に勧 めた。 こうして

1953年 ごろか らは,施 設 開設 と同時 に特 殊学級 が 開設 され る ようにな った。

(当時の肢体不 自由児施設の設置 と学校の付設状況 については表1参 照)

肢体不 自由児教育 に関 しては,こ の様 に肢体不 自由児施設側 の要請 に対 して

文部省が重い腰 を上 げる形 で整備 されてい った。

1979(S54)年,紆 余曲折 を経 て,肢 体不 自由児養護学校 を初めすべ ての養

護学校 の義務制が確立 されたが(東 京都 において は,1974年 に全員就学制が実

施 され た),そ れ まで の問,肢 体不 自由児施設 は,療 育 とい う理念 とは別 に,

学校制度 の不備 とい う事 か ら,肢 体不 自由児 に教育 を保障す るとい う役割 を果

して きたのであ った。
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一
九
六
九
年
改
正
の
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
中
で
の
肢
体
不
自

由
児
施
設

○
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て

購

灘

塑

辮

蝕

蹉
簗
朋童童

〔改
正
経
過
〕

(昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
児
発
第
三

一
一
号

第

一
次
改
正

第
二
次
改
正

(昭
和
五
三
年
九
月

二
二
日
児
発
第
五
七
四
号

児
童
福
祉
施
設
の
整
備
充
実
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
格
段
の
ご
配
意

を
煩
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先
般
別
添

〔略
〕

の
と
お
り
、
児
童

福
祉
施
設
最
低
基
準

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
が
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
二

十
日
厚
生
省
令
第
十
二
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
即
日
施
行
さ
れ
た

の
で
、
管

下
児
童
福
祉
施
設
の
指
導
に
遺
漏

の
な

い
よ
う
配
意
さ
れ
た
い
。

第

一

改
正

の
要
点

1

保
育
所

の
保
育
内
容

の
向
上
を
図
る
た
め
、
保
育
所

の
保
母
の
定
数

を
改
め
た
こ
と
。

2

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
、
そ
の
職
員
等

の
基
準
を
設
け
た
こ
と
。

3

重
症
心
身
障
害
児
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
設
備
、
職
員
等

の
基
準
を

設
け
た
こ
と
。

4

そ
の
他
所
要
の
条
文
整
理
等
を
行
な

っ
た
こ
と
。

第
三

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設

1

施
設
の
性
格
等
に

つ
い
て

ω

肢
体
不
自
由
児
と
く
に
脳
性
ま
ひ
に
よ
る
肢
体
不
自
由
児
に
つ
い

て
は
、
そ
の
障
害

の
重
度
化
を
防
ぎ
、
将
来
に
お
け
る
独
立
自
活
に

資
す
る
た
め
、
療
育
効
果

の
大
き

い
幼
児
期
か
ら
適
切
な
療
育
を
行

な
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
幼
少

の
肢
体
不
自
由
児
に

つ

い
て
は
、
長
期
間
家
庭
か
ら
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
家
庭
か
ら
通
わ

せ
て
保
護
者
と

の
緊
密
な
連
け
い
の
も
と
に
適
切
な
療
育
を
行
な
う

必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設

の
整
備
が
必

要
と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
実
情
に
か
ん
が
み
、
従
来

の
肢
体
不
自
由
児
施
設

の

通
園
児
童
僚
育
部
門
に
加
え
て
、
通
園
に
よ
る
療
育
の
み
を
目
的
と

す
る
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
の
整
備
を
図
る
た
め
、
新
た
に
、
そ

の
設
備
、
職
員
等

の
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω

入
所
対
象
児
童
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
就
学
前

の
肢
体
不
自

由
児
で
あ

っ
て
、
そ
の
障
害

の
程
度
、
家
庭

の
状
況
と
予
備
施
設

へ

の
地
理
的
条
件
等
を
勘
案
し
、
家
庭
か
ら
通
園
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ

て
十
分
そ
の
療
育
効
果
が
得
ら
れ
る
と
判
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。

㈹

施
設

の
利
用
定
員
は
、
一
日
に

つ
き
四
〇
人
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

㈲

療
育

の
内
容
は
、
専
門
の
医
師
に
よ
る
診
断
、
治
療
、
指
導

の
ほ

か
、
理
学
療
法
等
の
機
能
訓
練
及
び
日
常
生
活

の
指
導
を
行
な
う
と

と
も
に
、
母
親
等
の
保
護
者
に
対
し
て
、
家
庭
に
お
け
る
訓
練
、
指

導

の
技
術
に

つ
い
て
指
導
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈲

施
設
の
運
営
に
あ
た

っ
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
肢
体
不
自
由

児
施
設
、
病
院
そ
の
他

の
関
係
機
関
と
常
に
密
接
な
連
け

い
を
保
ち
、

必
要
な
場
合
に
は
十
分
な
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

㈲

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
は
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条

の
三
に
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規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
施
設

の
う
ち
、
児
童

の
収
容
を
行
な
わ
な

い
施
設
を

い
い
、
児
童

の
収
容
を
通
園
に
よ
る
療
育
を
行
な
う
肢
体

不
自
由
児
施
設
は
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
で
は
な

い
こ
と
。

2

設
備
等

の
基
準
に
つ
い
て

ω

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
設
け
る
べ
き
設
備
は
、
医
療
法
に
規

定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備

の
ほ
か
、
訓
練
室
及
び
屋
外
訓

練
場
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
通
園
施
設
と
し
て
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
通
園
バ
ス
を
備

え
る
も

の
と
す
る
こ
と

(第
八
十
七
条
第
二
号
の
二
)
。

吻

訓
練
室
と
は
、
理
学
療
法
、
作
業
療
法
、
言
語
療
法
、
遊
戯
訓
練

等
の
治
療
訓
練
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
室
を

い
う
も

の
で
あ
る
こ

と
。

㈹

屋
外
訓
練
場
と
は
、
主
と
し
て
歩
行
訓
練
を
行
う
た
め
の
築
山
、

砂
場
等

の
設
備
を
有
す
る
屋
外

の
広
場
を

い
う
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ω

設
備
の

一
般
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
第

八
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(第
八
十
六
条
第
二
項
)
。

㈲

第
八
十
七
条
第
六
号
の
規
定
は
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
も

適
用
さ
れ
る
も
の
で
児
童
が
使
用
す
る
階
段

の
傾
斜
は
緩
か
に
し
、

児
童
が
用

い
る
便
所
に
は
手
す
り
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
浴
室
を
設
け
る
場
合
は
、
浴
室
に

つ
い
て
も
同
様
に
手
す

り
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と

(第
八
十
七
条
第
六
号
)
。

㈲

便
所

の
数

に
つ
い
て
は
、
第
八
十
七
条
第
七
号
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
こ
と

(第
八
十
七
条
第
七
号
)
。

3

職
員

の
基
準
に
つ
い
て

ω

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
は
、
医
療
法
に
規
定

す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
職
員

の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
母
、

看
護
婦
、
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
を
担
当
す
る
職
員
で
あ
る
こ
と

(第
八
十
九
条
第
六
項
)
。

働

理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
を
担
当
す
る
職
員
と
は
、
理
学
療
法
等

の
機
能
訓
練
を
行
う
職
員
を

い
い
、
理
学
療
法
十
又
は
作
業
療
法
士

を
原
則
と
す
る
が
、
あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
士
等

の
職
員
が
こ
れ

を
担
当
し
て
も
さ
し

つ
か
え
な

い
こ
と
。

個

第
八
十
九
条
第

五
項

の
規
定
は
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
は

適
用
さ
れ
な

い
の
で
、
施
設
長
及
び
医
師
は
整
形
外
科

の
経
験
を
有

す
る
医
師
以
外

の
医
師
を
あ

て
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ

る
こ

と
。

4

運
営

に
つ
い
て

ω

保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
二
条

の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
が
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設

の
療
育
は
、
家
庭
に
お
け
る

保
護
者
に
よ
る
処
遇
と

一
貫
し
た
密
接
な
連
け

い
を
保

つ
こ
と
が
、

そ
の
実
効
を
あ
げ
る
た
め
に
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
、
保
護
者

と
の
連
絡
は
常
時
密
接
に
行

い
、
家
庭
に
お
け
る
療
育
が
適
切
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
施
設
に
お
け
る
療
育

の
現
状
を
説
明
し
て
理
解
を
深

め
る
こ
と
と
も
に
、
必
要
な
指
導
を
行

い

一
貫
し
た
療
育
体
制
を

つ

く
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と

(第
九
十
二
条
)
。

②

入
所
し
た
児
童

の
健
康
診
断
に

つ
い
て
は
、
第
九
十
条
第
二
項
及

び
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
そ
の
趣
旨
に

し
た
が

っ
て
必
要
な
健
康
診
断
を
行

い
、
結
果
を
母
子
健
康
手
帳
又

は
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

(第
九
十
条

第
二
項
及
び
第

四
項
)
。

偶

生
活
指
導
に

つ
い
て
は
、
第
九
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と

(第
九
十

一
条
)
。
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ω

備
え
る
帳
簿
に

つ
い
て
は
、
第
九
十
三
条

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

が
、
そ
の
記
入
及
び
管
理
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と

(第

九
十
三
条
)
。

㈲

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に

つ
い
て
は
、
第
十

一
条
第
二
項

の
規

定
は
、
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
総
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
の
で
、
施
設
に
お
け
る
非
常
災
害
に
対
す
る
訓
練
、
職
員
の

一
般

的
要
件
、
清
潔
の
保
持
、
健
康
診
断
、
帳
簿
、
給
食
等
に

つ
い
て
留

意
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

第
五

そ
の
他
の
改
正
事
項

ω

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
、
従
来
の

病
院
で
あ
る
肢
体
不
自
由
児
施
設
の
ほ
か
に
診
療
所
で
あ
る
肢
体
不

自
由
児
施
設
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
第
八
十
五
条

の
規
定
を

改
正
し
た
こ
と

(第
八
十
五
五
条
)
。

②

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に

伴

い
、
収
容
を
行
う
肢
体
不
自
由
児
施
設
に

つ
い
て
も
次

の
改
正
を

行
な

っ
た
こ
と
。

ア

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
の
必
要
な
設
備
と
し
て
、
訓
練
室
及

び
屋
外
訓
練
場
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
収
容
を
行
な
う
肢

体
不
自
由
児
施
設
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら

の
設
備
を
必
要
な
設
備
と

し
て
加
え
た
こ
と

(第
八
十
七
条
第
二
号
)
。

イ

収
容
を
行
な
う
肢
体
不
自
由
児
施
設

の
職
員
に
関
す
る
規
定
中

「整
形
外
科
的
後
療
法
を
専
門
と
す
る
あ
ん
摩
師
」
と
あ

っ
た

の

を

「
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
を
担
当
す
る
職
員
」
に
改
め
た
こ

と

(第
八
十
九
条
第
四
項
)
。

ウ

第
八
十
五
条

の
改
正
に
伴

い
、
収
容
を
行
な
う
肢
体
不
自
由
児

施
設
の
病
院
と
し
て
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
第
八
十
七
条
及
び
第

八
十
九
条

に
お

い
て
医
療
法
に
規
定
す
る

「病
院
」
と
し
て
必
要

な
設
備
を
設
け
、
及
び
職
員
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
を
明
ら

か
に
し
た
こ
と

(第
八
十
七
条
第
二
号
、
第
八
十
九
条
第
四
項
)
。

一
九
七
三
年
改
正
の
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
中
で
の
肢
体
不
自

由
児
施
設

○
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
及
び
精
神
薄
弱
者

援
護
施
設
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の

施
行
に
つ
い
て

(抄
)

蹴
螺

鞭

癒

翻市馨

二鰍軌籍

壷

標
記
省
令
が
、
昭
和
四
十

八
年

四
月

二
十
六
日
厚
生
省
令
第
二
十
号
を

も

っ
て
公
布
さ
れ
、
同
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
本
改
正
の
要
点
は
左
記
の

と
お
り
で
あ
る
の
で
、
御
～
知
の
う
え
、
遺
憾
の
な

い
よ
う
に
運
用
さ
れ
た

い

。

㈲

肢
体

不
自
由
児
施

設
に
お
け
る
児
童
指
導
員
及
び
保
母

の
総
数

を
、
児
童
お
お
む
ね
二
〇
人
に

つ
き

一
人
以
上
と
し
て
規
定
し
た
こ

と
Q

②

肢
体
不
自
由
児
施
設

の
長
及
び
医
師

の
資
格
は
、
従
来
、
整
形
外

科
の
診
療

に
担
当

の
経
験
を
有
す
る
医
師
と
さ
れ
て

い
た
が
、
近
年

に
お
け
る
入
所
児
童
の
実
態
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
肢
体

の
機
能

の

不
自
由
な
者

の
療
育

に
相
当

の
経
験
を
有
す

る
医
師

に
改
め
た

こ

と
。



45

表2養 護学校設置状況(昭 和24～31年 度)

年度 精 神 薄 弱 肢 体 不 自 由 病 弱 ・身 体 虚 弱 学校数 備 考

24 養護学校一宮学園 1 公立0、 私立1

25 札幌報恩学園
門司市立日野江養護

学校
3 公立1、 私立2

26 3

27 3

28 淑葉学園
兵庫 県立上野 ヶ原

{養護学校
新聖藤学園

5 (門司市立日野江養護学校廃止)　

公立1、 私立4

29 5

30 5

31 愛育養護学校
1愛知県立養護学校
1大阪府立養護学校

群馬県立養護学校 9 公立4、 私立5

(注)毎 年度5月1日 現在の 「学校基本調査」により,前 年度調査以後に新たに設置 された学校名

を当該調査年度の欄 に掲 げた。 したが って,

した。

(表は肢体不 自由児教育 の発展P36よ り引用〉

5月2日 以後新設の学校は,次 年度の欄に記載

㈹

肢
体
不
自
由
児
施
設
の
ギ
ブ
ス
室
は
、
手
術
室
と
兼
ね
る
こ
と
は

で
き
な
い
も

の
と
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
際
現

に
存
す
る
肢
体
不
自
由
児
施
設
に

つ
い
て
は
、
等
分
の
間
、
な
お
手

術
室
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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第三節 肢体不自由児施設の対応

q)児 童福祉施設最低基準の改正

「一 前略一 医学の進歩普及(早 期発見治療)及 び肢体不 自由児施設,肢 体不

自由児養護学校の増加 に ともない,か つて は施設 に入所 していた軽度 ・中度の

児童 は訓練 を終 えて,養 護学校 に進 むこ とがで きる ようになった。 しか し,重

度 ・重複障害児 はその障害の性質上,治 療,訓 練,教 育 を期待 して施設入園 を

希望す る ものが多 い。他方,肢 体不 自由児 の父母の障害児 に対す る態度 の変化,

すなわち,昔 の ように家庭の中に障害児 を隔離 する ような親 は しだいに減少の

傾 向にあ る と考 え られ,障 害 に対す る不安 はあ るに して も,他 方治療訓練 に対

す る期待,教 育の必要性 を理解す る親 も多 く 一 中略一 現状 では,特 に重度 ・

重複障害児 の療育 を地域社会 に求 めるには,ま だ まだ受入れ体制 に問題が ある。

一 後略一一」(注6)

引用が少 し長 くなったが,上 記 の文章 は,1970年 前半の肢体不 自由児施設 に

対す る社会的ニー ドの状況 を的確 に現 している。

すなわち,1970年 代以降のわが国の肢体不 自由児施設 は,1960年 代 に起 こっ

た障害原因の劇的な変化 と,脳 性麻痺 を中心 とす る脳神経系障害 に対 する神経

生理学的治療法の導入 とい った治療 ・リハ ビリテーシ ョン技術 の変化 に伴 う,

対象児童の持つ障害の重度 ・重複化 とい う問題 と,第 一節 ・二節 で見て きた,

樟 害者 に対 す る社会的認識の変化,早 期発見 ・早期治療 を軸 として整備 され始

めた地域での療育体制の充実,養 護学校義務化 に伴 う地域 での教 育の保障等 の

社会情勢の変化 に伴 うニー ドの急激 な変化 に対処 しなけれ ばならなか った。

この様 な事態 に対応す るため,国 は,1969年 の児童福祉施設最低基準 の改正

の中で,肢 体不 自由児通園施設の独立設置 を認 めた り,肢 体不 自由児施設へ の

理学療法士,作 業療法士の必置 を義務付 けた。

又,1971年(S46)年,全 国肢体 不 自由児施設運営協議会 は,「 肢体不 自由

児施設 の性格 と今後の方向づけ」 とい う提言 をお こない,そ の中で肢体不 自由

児施設 は地域 の療育セ ンターと しての役割 を十分 に果 たす ことがで きる施設 と
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して早 急 に再 建 整備 す る必要 性 を訴 えた(注7)。

1973(S48)年,国 は再 び,児 童福 祉 施 設最 低 基準 を改 正 し,そ れ までの基

準 に おい て は,肢 体 不 自由児 施 設 に勤 務 す る医 師 は整 形 外 科 医 に 限定 されて い

た もの を,肢 体 不 自由児 の療 育 に経 験 を持 つす べ て の領 域 の医 師 に範 囲 を拡 大

した。(資 料 参 照)

この こ とは,肢 体 不 自由児 施 設 に求 め られ て い る多 面 的 な医療 的 ニ ー ドに対

す る法 的 な対 応 で,小 児 整形 外科 病 院 を基 盤 と した施 設 の性 格 は,こ れ に よ っ

て法 的 に も転 換 を とげ る事 とな った。

(2>1980年 以降 の肢 体 不 自由児施 設 の 動 向

第 三章 にお い て引 用 した病 類 別年 度 別 推移 の表 を見 て も分 か る よ うに,1977

(S52)年 に7129名(76施 設 中74施 設 の集計)で あ った肢 体 不 自由児 施設 利 用

者 は,1986年 に は5794名(73施 設 中72施 設 の 集 計 〉,1989年 に は5389名 と減 少

の一 途 をた どって い る。(1989年 度 の定 数 に対 す る収 容 率 は71。3%)

又,入 園児 中 に脳性 麻 痺 児 の 占め る割合 は,1975(S50)年 の65.3%を ピー一

クに徐 々 に減 少 し,1989年 に は56.6%と な って い る。

1981年 か ら始 ま った 障 害 者 福 祉 年 の 様 々 な取 組 み の 中 で の ノーマ ラ イゼ ー

シ ョンの 普及,早 期 発 見 ・早期 治 療 を軸 に した,在 宅療 育 サ ー ビス の充 実 が,

在 宅 療 育 に対 す るニ ー ドを さ らに促 進 させ,そ れ につ れ て,収 容 で の療 育 に対

す るニ ー ドが減 少 して い った と思 わ れ,こ の傾 向 は,今 後 も持 続 され る と予 想

され る。

この様 な中 で,1970年 代 後 半 か ら各 肢体 不 自由児 施 設 は,新 しい施設 づ く り

に努力 し,高 橋 孝 文 氏 の分 析 に よれ ば(注8),1987年 現 在,「 新 しい施設 づ く

りを完 了 した施 設 は,全 国73施 設 うち約 半 数 の35施 設 を数 え て お り,今 再 建 整

備 が進 め られ て い る最 中 の施 設 も数 ヵ所 に及 ぶ 」(注9)と し,そ の,再 建 の

方 向 につ い て は表3の よ うな四つ のパ ター ンを示 して い る。

「再建 を果 た した施 設 の うちで,名 称 を・『療 育 セ ンター』 と改 め た とこ ろが

19施 設 児 ・者 一体 化(縦 の系 列 の統 合)を はか って 『リハ ビ リテ ー シ ョンセ ン

ター』 と した と ころが9施 設 もあ り,ま た一部 の病 棟 を重症 心 身障 害児施 設 に

転換(分 化)し た と ころが5施 設,心 身 障害児 の ため の総 合療 育 セ ン ター化(横
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の ひろが り)を はか った ところが4施 設 で あ る」(注10)

残 りの50%あ ま りの施 設 は現 在 再建 の方 向 を模 索 中で あ る。

表3分 化 ・統合 の道 を歩 む施設体系

"新 しい施設づ くり"

-
⊥

n乙

3

4

肢体不 自由児 を中心 とした総合療育 セ ンター化

身体障害児 ・者 の系列 による施設体系 の一本化

肢体不 自由児施設 と重症心 身障害児施設 を併せ もつ もの

心身障害児 のための総合療 育セ ンター化

(表の出典注9に 同 じ)

すでに再建 を果 た した もの,現 在その道 を模索 している もの も含め,現 在の

肢体不 自由児施設 は,一 つ一つの施設が違 う体系の施設で はないか と思 われる

ほ どの状態である。そ こで,肢 体不 自由児施設の集 ま りであ る,肢 体不 自由児

施設運営協議会で は,肢 体不 自由児施設の現状 を分析 し,未 来の肢体不 自由児

施設の統一的な ビジ ョンを造 るために,1985年 よ りビジ ョン委員会 を組織 し,

作業 を続 けている(注11)。

その作業 を踏 まえて,高 松 鶴吉氏 は,「積極 的な改 善 を求 める 『療育』努力 は,

いか なる障害であ って も医療 を不可欠 な要素 とす る。 この様 な事 を考 える と,

障害児福祉体系 は,『統合的』,『積極 的な療育』を目指す新 しい体系の時代 になっ

ている」(注12)と し,「未来に向 けて地域が求めている機 能は,

(1)心 身障害児 の医療 ・療育機能

(2)有 期 間の医療 ・療育お よびソーシャルニ ー ドに必要 な入所機 能

(3)地 域サ ー ビスに必要 なマ ンパ ワー ・ステ ーシ ョン機 能

(4)重 度 ・重症 の成人対 策機能であ る」(注13)と 結論 してい るのであ る。

今後,肢 体不 自由児施設が,ど の様 な方向 に向か うに して も,そ れ は,旧 来

の肢体不 自由児施設機能 とは,ま った く異 なった もの になってい く事 は確 かな
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事 実 で あ る。

第四節1970～1980年 までの緑成会整育園の動向

(1)正 林 園長の就任 か ら重度棟建設 まで

多 田園長が,1968(S43)年10月,心 筋梗塞 で急死 したため,急 遽正林氏が

園長 に就任 するこ とになった。正林氏 は,多 田園長 と同様,東 大整形外科教室

で高木憲次 の教 えを受 け,緑 成会整育園 には,そ の成 立当初か ら関わってお ら

れ,緑 成会整育園の事業 に精通 してお られ たが,こ の当時すで に開業 してお ら

れ,園 長就任 は本人 にとっては,予 想外 の出来事 であ った。

第三章で も述べた ように,こ の時期緑成会整育 園は,増 加す る脳性麻痺児の

ニ ー ドに合わせ早急 に建物の改築 を行 う必要 に迫 られていた。特 に1958年 に建

設 した訓練棟 は,屋 根 も簡易 な もので,そ のため,冬 など寒 さが厳 しく,早 急

に改修す る必要があ り,石 炭 や石油のス トーブで行 っていた暖房 もステ ィーム

暖房 に切換 える必要があった。

園長 は逼迫 した財政状 態 の中で この改築 を可 能 にす るため,「 後援会」 を発

足 させ,都 に働 きかけ補助 金 を獲得 して,1970年71年 にかけて,建 物の改修 を

行 った。

しか し,こ れのみでは,急 速 に重度化す る入園児のニー ドに対応で きないた

め,重 度病棟 の建設 に着手 した。

1973年 財 団の努力や後援 会の募金活動等で重度病棟 の工事 を始 めることがで

きたが,ち ょうどこの年 に起 こった第一次石油 シ ョックの影響 によって,資 材

が高騰 し,工 事 は一時 中断 しなければな らなか った。幸,6か 月遅れただけで,

翌年重度病棟 は完成 させ ることがで きた。

完成 した重度病棟 は,当 時 として最新式の ものであ った。 しか し,重 度病棟

の建設 は,急 速 なニー ドの変化 に対応す るため,財 政的に無理 に無理 を重ねて

行 われた ものだけに,経 済変動の影響 は大 きく,後 援 会の募金 も十分に集 まら

ず,抱 えることにな った借財 は,後 々緑成 会整育 園の運営 に深刻 な影響 を与 え

た。
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(2)入 園 児 の状 況 と施 設職 員

第三 章 第三 節 で 引用 した図1を 再 び見 る と,在 園児 に占め る脳 性麻 痺 児 の 割

合 は,1973年 の約80%を ピー ク に減 少 して,1983(S56)年 に は50%内 外 とな っ

て い る。又,こ れ に対 してペ ルテ ス氏 病 が,1975年 ご ろ よ り増 え始 め,1979年

に は20%を 占め て い る。 これ は,前 節 で見 た,全 国の肢 体 不 自由児 施設 の傾 向

とは異 な った特徴 的 な もの で,小 児 整 形 外 科 の ス タ ッフ構 成 の 中で,効 果 的 に

治療 可 能 なペ ル テス氏 病 の受 入 れ に整 育 園が積 極 的 で あ った事 が推測 され る。

表4は,緑 成 会整 育 園 で行 われ た手術 の一 覧表 で あ るが,1973(S48)年 以

降実 施 件 数が 極端 に減 って い る。 これ は,入 園児 童 に占 め る脳 性 麻痺 児 の割 合

の増 加 に伴 う,治 療 的 ニ ー ドの変化 を端 的 に現 してい る。

図2は,年 齢 別収 容 児童 の推 移 を現 して い るが,1974年 よ り,幼 児 の入 園 が

急 速 に増 え,1977年 に は新 た な入 園児 の60%と な って い る。

次 ペ ー ジの図3は,入 園児 の 日常 生 活 動作 の 自立度 の推 移 を見 た もので あ る

が,特 に更衣 と排 泄 の 自立度 が極 端 に落 ちて お り,入 園児 の低 年 齢化,障 害 の

重 度 化 ・重 複 化 を反映 して い る。

入 園児童 に対 応 す る職 員構 成 は,1981(S56)年 の 時点 で,整 形外 科 医専 任

2名,小 児 科 医 は緑 成 会病 院の 医 師 を利 用,小 児神 経 医 師 との協 力体 勢 は ない

状 態 で あ っ た。 理 学療 法士4名(非 常 勤),作 業 療 法士3名,看 護 職員 は慢 性

的不足 に悩 ま され て お り,基 準看 護 の特1と 特2の 間 を往復 してい る状態,生

活 指 導 員 や保 母 は,医 療 ・看 護 の ス タ ッフ に人件 費 が かか る事 もあ って,一 桁

代 の 配 置 であ った(注14)

この 時期 の整 育 園 は,施 設 設備 を整 え るた めの財 政 的負担 が 大 き く,医 師 ・

看 護職 員 等 ソ フ トの面 で障 害児 の ニ ー ドに対 応 す る事 が で きな か った。

また,ス タ ッフ不 足 と,三 多摩 地 区 に,東 京 小児 療 育 病 院 ・都 立府 中療 育 セ

ン ター ・多 摩療 育 セ ンター(通 園 と外 来専 門 の心 身障 害児 の ため の都 立施 設)

等 が 次 々 に建 設 され た事 もあ り,地 域 に対 す る外 来 ・通 園 等 の活 動 も伸 び る

チ ャンス を失 った の で あ った。
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図1病 類別在園比 (昭 和56.3.1.現 在)
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(多摩緑成会30年 の歩みP83)

図2収 容年齢の変化
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(多摩緑 成会30年 の歩 みP161)
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表4 実施手術一覧表

術

式

年

骨

手

術

関

節

形

成

術

腱

形

成

術

神

経

手

術

疲

痕

植

皮

術

先

脱

整

復
術

褥

創

手

術

其
の整

他形

手

術

虫へ

垂1L

切亨

除手

術

泌

尿

科
手

術

合

計

昭和25 7

一一

14

一

7 4

一

11 1 4 48

26 2 5 2 9 5 2 6 1 32

27 5 5 14 4 5 5
■

38

28
1

11 8 6 3 14 1 11 3 57

29 6 7 15 5 2 2 6 2

■

45

30 5 6 7 1 2 3 1 25

31
■

7 4 7 1 6 1 6

■

32

32
層

5 7 4 1 2 7 1

1

27

33 14 16 12 2 3 7 54

34
1

16 9 8 3 10

■

46

35 15 14 11 1 4 9
1

54

36 7 12 17 6 2 6 50
1

37
1

13 5 20 4 1 4 47
1

38 10 15 3 4 1 1 10 1

■

45

39

■

10 19 15 3 2 2 3 1 55

40
■

7 4 21 2 2
1

36

41 8 2 5 3 18

42 7 6 16 1 3 2 35

43
■

10 8 24 2 4 3 3

1

54

44 1 3 19 2 2 3 3 33

45 3 5 20 4 1 5 38

46 1 19 3 1 4

1

28

47 2 1 30 1 3 1 2 2 42

48 1 8 1 1 11

49 4 4

50 1 6 1 8

51 1 5

■

6

52 4 2 1 7

53 1 1 5 1 1 1 10

54 1 2 1

1

4
■

55 3 2 1 6
■

56 2 1 2 5

合計 177 178 338 45 60 38 21 126 15 2 1,000

(多摩緑 成 会30年 の歩みP167)
'
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第五節1980年 か ら現在 までの緑成会整育 園の動向

1977年(S52),整 育 園 は定数 を84に 落 と したが,表5か ら も分 か る よ うに,

1日 平均 の入 園児 の数 は,1977年 の70.9人 か ら,1983年 に は60.8人 と減 少 を続

け,園 の経 営状 態 を悪化 させ た。

また,表6は,1982年 に都 内 の4肢 体 不 自由児 施設 の ソー シ ャル ワ ーカ ーの

お こな った入 園児 の紹 介 経路 につ い て の調査 結 果 を を示 した もので あ るが,緑

成 会整 育 園 は,児 童 相 談所 か らの紹 介 が 目立 って多 い。 そ の関係 か ら,か ねて

よ り養 護性 の高 い様 々 な障 害像 を持 つ 障 害児 が多 く入 園 して くる よ うにな って

い た。1983年 に入 る と,財 政状 態 が さ らに悪化 し,医 師 の確 保 がで きず,常 勤

医 は園長 一 人 とい う状 態 で,医 療 的 ニ ー・ドの 高 い児 童 を入 園 させ る事 が 難 し く

な った。

そ の様 な事 情 の基 で,財 団 の 中で も,い わ ゆ る肢 体 不 自由児 施設 と して の整

育 園 の役 割 は終 わ ったの で,廃 園す る こ とが 適 当 で は ない か と言 う意 見 さえ聞

か れ る よ うな状 態 で あ った。

一 方
,表6で 見 た よ うに,児 童 相 談 所 か らの紹 介 が多 い こ とで,養 護 問題 を

持 つ 心 身障 害 児 の 入 園率 が高 か った とい う,今 まで の整 育 園 の経験 を生 か して,

医療 ニ ー ドは それ 程 高 くないが,養 護 問題 を持 って い る心 身障害 児 を積極 的 に

受 入 れ,そ の事 に よって,施 設 の転換 の き っか け をつ か もう とい う意 見 も出 さ

れ たの で あ った。

この意見 は,1980年 頃 よ り急 速 に高 まった,養 護 問題 を持つ 心 身障害 児 の入

園 に接 して い た正 林 園 長 に よって も支 持 され(図4参 照),緑 成 会整 育 園再 建

の方 針 と して打 ち 出 され た。

そ の結果,1984年2月 に都衛 生 局 母子 衛 生 課 に次 の よ うな文 章 が 出 され た。

「『お ねが い』 一 前 略一 当 園 にお け る こ こ数 年 の 入 園 児並 び に入 園 問 い合

わせ ケ ース は,肢 体 不 自由児 施 設 の特 色 を生 か した養護 児童 の保 護 の要 請が ペ

ル テ ス氏 病 児 を除 くと大部 分 で す 。 そ の内容 も肢 体不 自由 のみ な らず,発 達 遅

滞 ・内部障 害 も含 まれ た,重 複 障害 とい う幅 の広 い もの に な って きて お ります 。
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図3

歩行の自立している児童
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(多摩 緑 成 会30年 の歩 みP91と92)
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表5入 園 児 数 の 推 移(1971-一 一1989年)

年度 延 数
一 日平均

年度 延 数 一 日平均

1971 32,185人 87.9人 1981 24,512人 67.2人

1972 30,665人 84.0人 1982 22,182人 60.8人

1973 29,903人 81.9人 1983 22,266人 60.8人

1974 28,137人 77.1人 1984 22,236人 60.9人

1975 30,645人 83.7人 1985 24,827人 ・:i人

1976 31,507人 86.3人 1986 25,235人 69.1人

1977 29,176人 79.9人 1987 24,034人 65.7人

1978 29,886人 81.9人
... 24,063人 65.9人

1979 26,770人 73.1人 1989 22,909人 62.2人

':1 26,080人 71.5人

表61982年(昭 和57年)入 園児紹介経 路(単 位%)

紹介経路

施設名

大学病院

病院等
児相 保健所 通園 知人等 マ ス コ ミ

その他

不明

整肢療護園 35.5 1.5 20.9 1.9 3.9 i7.2 20.1

北療育園 33.4 1.0 �・ 4.5 7.0 3.4 5.8

東京小児療育病院 16.1 13.7 14.3 5.4 14.9 11.9 23.7

緑成会整育園 7.8 34.0 6.7 7.9 10.1 0 33.5

(昭和57年 度に都 内4施 設に入園 した児童の紹介経路)

ズ
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図4入 園児の主訴別分類
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●グラフは,整 育園の入園児童名簿の主訴の欄 を元に して作成 した。

●昭和50年 代 になると養護が急速に増加す るが,昭 和40年 代に も主訴養護の児童は実際

もっと居た ようであるが,児 童福祉法の建前 に従い,児 童票の主訴の欄には,治 療 ・

訓練 と明示 されている ものが多 く,判 別が大変に困難であった。
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表 入園児の主訴別分類(表 入園児童 の主訴別割合(昭 和43--63)

入園児童数(人) 治療(%) 訓練(%) 要養護(%)

昭和44年 16 12.5 81.3 0.0

昭和45年 21 9.5 76.2 14.3

昭和46年 18 16.7 ・.. 16.7

昭和47年 21 4.8 61.9 33.3

昭和48年 18 33.3 50.0 16.7

昭和49年 17 23.5 53.0 23.5

昭和50年 17 17.6 29.4 53.0

昭和51年 20 45.0 30.0 25.0

昭和52年 25 36.0 32.0 32.0

昭和53年 25 24.0 1 48.0

昭和54年 14 14.3 54.0 35.7

昭和55年 23 30.5 21.7
・

昭和56年 ユ2 8.3 25.0 66.7

昭和57年 26 19.2 19.2 57.7

昭和58年 26 23.1 15.4 61.5

昭和59年 37 8.1 8.1 83.8

昭和60年 32 3.1 12.5 84.4

昭和61年 16 6.2
.. 75.0

昭和62年 29 13.8 3.4 82.8

昭和63年 43 9.3 14.0 76.7
r
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こう した社会的ニー ドに今 まで以上 の積極 的対応 をす るこ とも転換 の一つ と考

え られ ます。又,当 園の場合 は,民 間 とい う財政的ハ ンデ ィキ ャップを有 して

お り,医 師及 び看護職等 の十分な配置がで きず,セ ンター化 とい う,医 療密度

の高い転換 は,現 在で は不可能であ ります。 しか し,三 十数年来の豊富 な養育

経験 を生 か し,要 養護児童の保護 という面 に関 して は,十 分 に対応 で きるもの

と確信 してお ります。一後略 一」

この様 に積極 的受入れ姿勢 を示 したので,1日 平均 の入園児の数は,1985年

には68人,1986年 には,69.1人 と上昇 し,・主訴別では,養 護問題 を持つ障害児

が全入 園児の80%を 越 える状態 となった。(表5,図4参 照)

表7～10は,1988年8.月 末の時点での整育園入園児童の状態 を示 したもので

ある。

表7は,年 齢構成 と男女比 を示 してい るが,年 齢構成 をみる と,下 は幼児か

ら上は18才 以上 までの児童が入園 してい る事 が分か る。 また。入園児の障害の

種類 と程度 を見 る と(表9参 照)単 純な肢体不 自由のみの児童が25名,重 症心

身障害児が20名,そ の中間に属す る心 身障害児 が22名 と,様 々である。

この様 な状態 となったの は,都 内の精神薄弱児施設 の極端 な不足か ら,発 達

遅滞 を主 に した養護問題 を持つ児童 を児童相談所 が必要に迫 られて緑成会整育

園に紹介 した り,隣 接す る都立小平 養護学校 に高等部があ り,そ こで普通教科

の教育が受 け られ る事(注15)か らオー トバ イ事故で脊髄損傷 を起 した高年齢

の非行経験 のある児童等が入園 を希望 し,そ れ ら様 々な養護問題 を持つ心身障

害児 を整育 園が積極 的に受 け入れた結果 なのである。

その結果,施 設 の中で は,一 方 では,多 動 な精神発達遅滞児が走 り回 り,職

員は彼等が外 に飛 び出さない ように気 を配 り,一 方で高年齢の児童が進路 の問

題 や恋愛問題 を持 って悩 んでい る事 に対 して,対 応 しなければな らない等 の問

題が起 こ り,日 々の処遇は しば しばの混乱 を起 こ したのである。

この事態 に対処す るために,医 療病棟 と生活病棟 を分 けて,生 活病棟 には,

保母や指導員 を多 く配置 した り,ベ ッ ドの柵 を高 くして,多 動の精神 薄弱児童

を,そ の中 にいれて安全 を図るな ど,工 夫 を行 った。

しか し,整 育 園 も医療法上の病院 としての制約 を受 けてお り,看 護婦 のいな
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い病棟 を作 る事 は出来ず,ま た,高 年齢 の児童 の生活指導の ため,多 くの指導

員や保母 を配置 した くて も,財 政的な問題 によって,最 低基準 以上 に雇 うこと

がで きず(注16),こ の ため,医 療病棟 と生活病棟 の分離 も長続 きせず,児 童

の多様 なニー ドに対応 した処遇 は中途半端な もの にな り,職 員 も処遇 の 目標 を

建て る事が難 しい状態 とな った。

整育園は,養 護問題 を持つ心 身障害児 を積極的 に受 け入れたこ とに よって,

今 まで潜在化 していた,心 身障害児の新 しいニー ドを掘 り起 こす とい う役割 を

果 た し,そ の結果,整 育 園の入 園率 は上が る事にな った。 しか し,顕 在化 した

養護 問題 を持つ心 身障害児の持つニ ー ドは,複 雑で,こ の多様 なニー ドに応 え

るためには,新 しい施設の体制 と,処 遇 の方法が必要 である事 を,整 育園が直

面 した 日々の困難 と混乱が,示 したのである。

処遇上の困難 と,職 員の とまどいの中で,養 護問題 を持つ心 身障害児 を積極

的に受 け入 れて,施 設再建 を図るとい う方向 を維持 し続 けることは,大 変 困難

とな った。

一方
,老 朽化 した訓練棟 の改修は急がね ばな らず,そ の事 と関連 して,再 び

様 々な施設再建案が 出 されたが,1989年 に新 しい園長 が就任 して以後,入 園児

童 の定数 を50以 下 に落 として,医 療 的ニー ドの高い障害児 を収容 で きる形 に,

ス タ ッフを充実 させ ていこうとい う方針が,有 力 な もの となって来 た。

しか し,こ の地 区にはすでに,府 中療育セ ンターや島田療育園,国 立精神神

経 セ ンター等多 くの医療的 に充実 した施設があ り,緑 成会整育園が,心 身障害

児の医療的ニー ドに応 える事 を中心 と した施設再建 を行 って も,新 たなニ ー ド

が開拓で きるか どうか,大 変に難 しい状況であ り,施 設再建の最終的方向 は,

まだ確定 していない。
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表7年 齢別男女人員

年 齢 男 女 計

幼 児 4 2 6

小学生 ユ3 12 25

中学生 4 4 8

高校生 16 9 25

18歳 上 3 0 3

計 40 27 67

表9入 所児の障害別の状況か らいうと、

単純 な肢体不 自由のみで知的障害を持たない

ものが25名

重症心身障害児 と同程度の重複障害児20名

その中間に属す るものが22名

計67名

表8主 訴別入所状況

主 訴 数 〔養護の小計〕

治療 訓練 15

高校進学 6

養護問題 46

両親離婚7

片親家庭7

母病気10

養育能力が低い8

両親稼動4

母家出2

母死亡2

父死亡1

母出産1

その他4

計 67

表10主 訴別在園年数

年 数 養護 訓練 進学 計

1年 未 満 13 6 1 20

1～3未 満 10 6 0 16

3～6未 満 13 2 5 20

6--10未 満 5 1 0 6

10年 以 上 5 0 0 5

合 計 46 15 6 67

表 は 日本 の こど もと児童相 談所 一第14回
セ ミナ ー報告 集 一P185か らの引用
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1983年 時点での緑成会成育 園

この後 目立 った改築 はな く,現 在 も

この図面の通 りである。

老朽化 した訓練棟 は入園児 の居室 と

しては不適当 になったので,現 在児

童 は重度病棟 でだけ生活 してい る。

昭和56年12月 頃

BF管 理

重 度 病 棟 サ ー ビス

1・2F病 棟
緑 成 会 病 院(旧)

活 指 導 棟

1F病 棟

2F管 理棟

3F宿 全

詮
職員託児所

(新)

緑 成 会 病 院

匪b
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注

1公 害 に起因す るもの としては,水 俣病の後遺症による障害薬害に起因するもの とし

ては,母 が妊娠中に飲 んだサ リドマイ ドによる障害が上げ られる

2「 リハ ビリテーシ ョン解説辞典」 中央法規出版 平成元年6月15日P376か らの

引用

32に 同 じP378か らの引用

4児 童福 祉 法研 究 会編 『児 童福祉 法成 立資 料集 成 下』 ドメス出版 昭和54年2月15日

P732

5全 国肢体不 自由養 護 学校 長会 編 『肢 体不 自由児教育 の発 展改 定 増補版』 社 会福 祉法

人 日本肢体不 自由児協 会 昭和56年5月21日P35よ り引用 尚,第 二節 は,上 記P26

～52ま で を参照

6大 塚 隆二 「身体 障害(児)者 の福 祉 」 『総 合 リハ ビ リテ ー シ ョン第 一巻 第 四号』 医

学書 院 昭和48年4月10日P541か ら引用

7高 橋 秀文 「肢 体不 自由児施設 か らみた療育事 業 の現況 と問題点」 『総 合 リハ ビ リテー

シ ョン13巻5号 』 医 学書 院1985年5月P332参 照

8高 橋 孝 文 「日本 にお け る子供 の リハ ビ リテ ー シ ョ ンー 過 去 ・現 在 ・未 来一 」 『総合

リハ ビ リテ ー シ ョン』 医学書 院1987年9月P665か ら引 用

98に 同 じP666か ら引 用

108に 同 じP667か ら引 用

11高 松 鶴吉 「全 国肢 体 不 自由児 施 設一 現状 と将来 展望一 」 『整形 ・災害 外 科11月 号』

金 原 出版1989年11月 を参照

1211に 同 じP1570か らの引用

1311に 同 じP1570か らの引用

14財 団法 人多摩緑 成 会30年 記 念誌 委員 会編 『多摩 緑成 会30年 のあ ゆみ』 昭和57年4月

P86～88参 照

15障 害 の重 度 ・重複化 が進 ん だため,普 通教 科 の学習 がで きる障害児 が極 めて少 ない

養護 学校 が増 えて お り,普 通教 科 の学習 ク ラス を持 って いる小平 養護 学校 に他 区域 よ

り越境 して くる生徒 もい る。

16児 童 福祉施 設最 低 基準 第92条 の10に よる と,肢 体 不 自由児 施設 の児 童指 導員及 び保

母の総 数 は,通 じて,乳 児 ・幼 児 おお むね10人 につ き1人 以 上,少 年 お お むね20人 に

つ き1人 以上 とな って いる。
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終 章

第一節 わが国の肢体不自由児施設の歴史的展開とその分析

◆1第 一章 ・第二章 で見て きたよ うに,整 形外科学の進歩 とそれに基礎 を置

く肢体不 自由児施設の設立 は,差 別や偏見の対象 として社会 の片隅で生 きるこ

とを余儀無 くされていた肢体不 自由児 を医学的治療 ・訓練 をおこない,教 育 と

職業訓練 の機会 を与 えるこ とによって一人前 に自活 し,社 会 に貢献で きる人間

と して一般 に認識 させ る とい う画期 的な意義 をもっていた。そ して,肢 体不 自

由児施設が,高 木憲次 を初 め とする先覚者の努力 によって,戦 後制定 された児

童福祉法 の中に位置付 けられることに よって,肢 体不 自由児対策 は,わ が 国の

福祉政策 の中に公 の位 置 を占めたので あった。

しか し,肢 体不 自由児 の治療 を主 目的 に運営 された肢体不 自由児施設 は,治

療の効率性 とい う観点か ら,そ の対象 は必然 的に,当 時の医療水準 において,

治療可能 な肢体不 自由児 に限 られ,重 度 ・重複障害児 は,そ の入 園対 象か ら除

外 されたのであ る。

◆2長 年の親や関係者の運動が実 り,1967年 に児 童福祉法が改正 され,重 症

心 身障害 児施設が正式 に国 の障害児 政策 の中に位 置付 け られ,施 設整備が急

ピ ッチで進め られたが,こ の時期に はすで に,医 学の著 しい進歩に よって,感

染症 による障害の発生 は激減 し,脳 性麻痺 を主体 とす る脳神経 系の障害が,障

害発生原因の多 くを占め るようにな り,●児童 の持つ障害 の重度 ・重複化 は,著

しいテ ンポで進んでいた。

本来であればこの時期 に,障 害種類別 に基づ いて組み立 て られた国の障害児

対策 は根本的 な見直 しを必要 としていたのであ ったが,実 際上の改正 は,肢 体

不 自由児施設 に重度棟 の付設 を認めた り,重 症心 身障害児施設 を児童福祉 法上

に位置付 ける程度 の,部 分的 な もの にとどまった。

肢体不 自由児施設設立 当時 の,単 純 な肢体不 自由児 は激減 したが 肢体不 自
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由児施設 は,制 度的 には旧来の ままで,そ の存続 のために,新 しい タイプの心

身障害児 の持つ,新 たなニー ドに対応す るこ とを余儀無 くされた。

その 中で,肢 体不 自由児施設 には,脳 神 経系 の障害 を中心 とした,バ ラエ

テ ィーに富 んだ障害 を持つ児童 が入園する ようにな り,そ れに伴 い,必 要 な医

療 も小児整形外科 中心 か ら小児神経科等広範 囲の ものに広 が ってい った。

一一方
,1970年 代後半 には,障 害児対策の中心が,徐 々に施設入所 による もの

か ら,在 宅による ものに,そ の重点 を移 していった。 これに基づ き,多 くの肢

体不 自由児施設 は,地 域の障害児福祉対策のセ ンター的役割 を担 うようにな っ

てい った。

第四章で述べ たように,肢 体不 自由児施設の現在の姿 は,高 橋氏の分析の ご

と く,幾 つかのパ ターンをとり得 るのであるが,い ずれの タイプの道 をとった

と して も,初 期 の肢 体不 自由児施設 とはまった く異 なった形態 に移行 しつつあ

り,児 童福祉法 を中心 とす る制度上の肢体不 自由児施設 と,現 実の施設 との間

の相違 は,多 くの矛盾 を内包 した ままで,広 が り続 けてい るのであ る。

◆3今 まで見 て きたように,わ が 国の肢体不 自由児施設 は,一 貫 して病 院形

態 を基盤 とす る医療型福祉施設 として,心 身障害児 の医療ニ ー ドに応 えること

を主 目的 と して運営 されて来 た。そのため,医 学的治療 や訓練 の質 については

常 に検討 され,多 くの進歩 を見たので あるが,施 設入園中の児童 の生活の質に

ついて問題 に され ることは,非 常 に少 なかった。

生活 の質が問題 にされたのは,む しろ,1970年 代の障害者運動 の高 ま りの中

で,施 設で の隔離 と管理 に よるアブ ノーマ ルな生活 に対す る批判 とい う形 を

とってであ った。

しか し,国 の方針や制度的対応 は遅 れた ままであ って,施 設 に働 く職員の生

活の質の向上 に対 す る試 みや工夫 は,ど ち らか といえば単発的な ものであった。

障害者福祉年 の運動の中で,障 害者 も地域で,健 常者 と同 じ普通 の生活が送

れ るようにす ること(ノ ーマ ライゼ ーシ ョン)が,障 害者福祉対策の基本理念

とされ,在 宅福祉 の充実 に,政 策 の重点 も移 ってい ったが,施 設の中での生活

の質の向上(ノ ーマ ライゼーシ ョン)に ついては,未 だほ とん ど問題 にされて

いない状態であ る。
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人権思想に基づ いた福祉施設 の運営 の 目的は,個 々の人間の 自己実現 の達成

であ る。 この 目的 を達成す るためには,施 設 内で一 人一人が,生 き生 きと生 活

す ることが不可欠 の条件 である。

言 い換 えれば,生 活の質の貧 しい施設 は,利 用者 の人権 を尊重す ることを目

的 とした,福 祉施設運営 を行 っていない とい うことになる。

わが国の肢体不 自由児施設 は,こ の観点か らみる と,前 近代 的な福祉体系 の

枠か ら,未 だに抜 け出 していない とい う事がで きる。

第二節 緑成会整育園の歴史的展開とその分析

◆1緑 成会整育 園は,1950年 に当時無医地 区に等 しか った三多摩地 区に,肢

体不 自由児施設 を中心 に して,こ の地 区を復興 しよう とい う,壮 大 な理想 の下

に設立 された。

設立当初,戦 争で親 を失 った多 くの肢体不 自由児 を保護 し,治 療 ・訓練 を行

うと同時 に,三 多摩地区の肢体不 自由児 に対す る巡 回相談 を行 った り,親 の会

を組織す るな ど,こ の地区の身体障害児(者)福 祉 の発展 に大 きな貢献 を行 っ

た。

特 に多田園長の肢体不 自由児療育 に対す る熱意 は素晴 らしく,早 くか ら脳性

麻痺児等,重 度 の障害児 に対す る治療 ・訓練 を行 う等,先 進 的試み も多 くみ ら

れた。

しか し,施 設の経営 に当たる,財 団多摩緑成会 の基本財産 は,施 設設立当時,

借入金 の100万 円の み,施 設 の土地 ・建物 はすべ て多摩補導所か らの借 入 とい

う,施 設 の経 済基盤の弱 さが,現 在 まで尾 を引 く事 とな った。

す なわち,緑 成会整育園が,い わゆ る古典的な肢体不 自由児施設 と して,土

地 ・建物等設備面で独 り立 ちす るの に,約20年 を要 したが,そ の時すで に,障
ノ

害 原 因 は激 変 し,肢 体 不 自由児 施 設 は,新 た な ニ ー ドに対応 しな けれ ばな らな

くな って い たの で あ る。

又,ち ょう どこの時期 に起 こ った 多 田 園長 の急 死 は,そ の後 の施 設 運 営 に さ

らに大 きな打 撃 を与 えた。
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◆2重 度障害児 を収容す るための建物設備の改 善,人 件 費の高騰,入 園児数

の伸 び悩みや,訓 練 中心 の医療 による,医 療費か らの収入 の減少(注1)に よ

り,拡 大す る赤字の中で,1980年 に入 ると,整 育 園で は,医 師や看護婦の確保

も十分 にで きな くなった。 この様 な状態 の中では,高 度 な医療の質 を要求 され

る重症心身障害児や,そ の周辺領域の児童 を治療 ・訓練す る とい う方向に施設

を転換す ることは不可能であ った。

そ こで緑成会整育 園は,医 療的ニー ドは低 いが,養 護i性の高 い心 身障害児 に,

ヒ活 の場 を提供す る とい う形 で,施 設 の存続 を計 ろうと したのである。

病棟 を医療 ニー ドの高低 や,児 童 の年齢 に よって分類 し,児 童 の能力に合 わ

せた生活 の場 を提供す る努力 をした り,指 導員 を多 く採用 して,児 童の生活指

導の質 を高め ようと試 みた。 しか し,緑 成会整育 園 も基本 的に肢体不 自由児施

設であ り,医 療法上の様 々な制約 を受 けている。又,こ こで も,経 済的条件 に

より,施 設独 自の法外 の職員配置等 も不可能であ った。

このため,第 四章 で見て きた ように,養 護問題 を持 った心身障害児の多様 な

ニー ドに応 える事 がで きず,施 設での毎 日の処遇 は混乱 し,職 員の士気 も下が

る等の問題が生 じた。

この様 な状況 の中で,現 在,整 育園で は,そ の新 たな方向性 を見 出だす事が

で きず,苦 悩 しているので ある。

第三節 今後の課題

◆1障 害児施設体系の根本的見直 しの必要性

障害 を引 き起 こす原因の劇的 な変化 によって,特 に15年 ほ ど前か ら,障 害児

の持つ障害像がJ現 在 の障害種類別 の施設体系 にな じまな くな り,多 くの矛盾

を生んでい る。現在 の肢体不 自由児施設は,そ の矛盾の るつ ぼ とい って もよい

状 態であ る。

ある肢体不 自由児施設 においては,そ の入園児の大部分が重症心 身障害児で

あ り,他 の肢体不 自由児施設 においては,重 症心身障害児 といえるほど障害 は

重度ではないが,様 々な障害像 を持 った児童が混 じり合 って入園 している。個 々
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の肢体不 自由児施設 の状 況 は,そ の地域 にお ける他 の施設の状況 や医療機 関の

状況 に よって様々で,言 い換 えれば,そ の地域 の心 身障害児 のニー ドに答え よ

うとす る個 々の施設 の努力 と,施 設の側の力量 によって,ど の様 な障害児 を入

園の対 象 とす るかが決定 されているとい う状態である。

しか し,児 童福祉法 に規定 された施設の体系 は,あ くまで も,障 害種類別で,

施設の種類 によって,運 営基準か ら職員の数 まで,大 きな差異があ る。その結

果,児 童の持 つ障害の組 み合 わせが,既 存 の どの施設の体 制に も適合 しなけれ

ば,そ の児童 はどの種類 の施設 にも入所 で きない事 になる し,又,同 じ重症心

身障害児で も,た また ま,そ の地域の施設 の空状況 に よって,重 症心 身障害児

施設 に入所す るか,肢 体不 自由児施設 に入園す るかに よって,異 な った水準 の

処遇 を受 ける事 になる。

この様 な不合理 は,障 害児 の人権 保障の観 点か ら許 されるべ き事で は無 く,

早急 な,障 害児施設体系 の根本的 な見直 しが必要であ る。

障害種類別分類 と,そ れ に基づ く運営基準 に代 わ るべ き新 たな基準の設定 は,

極 めて困難 な問題であるが,障 害児 の医療的ニー ドの高低 や,生 活能力等の組

み合 わせ によ り,ゆ るやか に規定 された新たな基準 を作 る事が,今 後検討 され

るべ きであろ う。

◆2施 設で の生活の質の向上 を目指 した研究 と実践の必要性

施設での隔離 ・管理 されたアブノーマルな生 活に対す る批判か ら,在 宅福祉

の充実が叫ばれるよ うになった。 そ して,こ の流 れの中では,と もす る と施設

での生活の質の向上(ノ ーマル化)に ついての検討 は忘れ られて しまう傾向 に

あった。

しか し,養 護 問題 を持つ障害児 を初め として,家 庭で は出来 ない集 中的な治

療や訓練 を必要 とす る障害児 にとって,施 設 は必要 な機関であ り,そ こでの生

活の質 の向上 は,不 可 欠の ものである。

この ことは,肢 体不 自由児施設 を利用 した経験 のある障害者 や,施 設に働 く

多 くの職員の実感で あるが,残 念 なが ら肢体不 自由児施設の ような医療形福祉

施設で,ノ ーマルな生活 を保障するためには,ど の様 な制度 的基盤が必要であ

り,ど の様 な処遇方法 を取 るべ きか等 につ いての研究や実践 は,極 めて限 られ
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た ものであ った。

今後,養 護施設 での研 究や実践等,他 分野 の研究 や実践 を取 り入れる事 も含

めて,医 療形福祉施設の生活の ノーマ ル化 につ いての幅広 い研究 と実践が必要

である。1

◆3今 後重要 とな る二つの役割

肢体不 自由児施設が どの様 な形で再編成 されてい くに して も,忘 れてはな ら

ない重要 な二つの役割がある。

第一 は,心 身障害児(者)の 専 門医療機 関 としてのの役割 を充実 させ る事で

あ る。

心 身障害児(者)も,当 然 の事 なが ら,障 害以外 の様 々な病気 にかか り,治

療 を必要 とす る。しか し,彼 等 は,自 己の病状 を訴 える力が極 めて弱か った り,

薬物 に対 して障害 に伴 う特殊 な反応 を起 こ した りで,一 般病院において治療 を

受 けるこ とが大変困難な場合が多い。

心 身障害児(者)が 地域で安心 して生活す るため には,病 気 の治療 をどこで

受 けられ るかが大 きな要素 となる。

肢体不 自由児施設 は,長 年の問,心 身障害児 を処遇 し,そ の事 によって貯 え

て きた多 くの医療技術 を持 ってい る。この医療技術 を生か して,心 身障害児(者)

の病気 を治療す る病 院 としての役割 を持つ ことも重要 な今後の課題である。

第二 は,養 護問題 を持つ心身障害児 の生活の場 としての役割 を担 うことであ

る。

肢体不 自由児 を初 め とする心身障害児 も児童 と して,家 庭 の中で保護 され成

育 してい くものであ る以上,彼 等 もまた,両 親 の死亡 や病気,離 婚や経済的な

問題等の養護問題 に出会 う可能性 を持 っている。 また,障 害児 に対す る差別や

偏見,障 害児が成長 してい くのに必要 な社 会的サ ー ビスの欠陥等 を考 えれば,

障害児 である事 が,養 護問題の原 因 となることも考 え られる。

肢体不 自由児施設 は,そ の発足 当時か ら常 に,養 護 問題 を持 った障害児 を入

園 させ,生 活の場 を提供 する とい う役 割 を潜在的 に担 って来たのであるが,施

設運営 の主 目的が,治 療 ・訓練であったため,こ の役割 は常 に,消 極的,妥 協

的 に果 た されて来 た。
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しか し,社 会の障害児 に対す る理解が深 ま り,養 護学校が義務化 され,地 域

にお ける障害児の治療 ・訓練 システムの充実 がな され,心 身障害児が家庭で生

活 しなが ら,こ れ らのサー ビスを利用で きるようになって きた現在,肢 体不 自

由児施設 の役割の中で,養 護問題 を持つ障害児 に生活の場 を提供す ると共 に,

家族調整 を行 って,こ れ ら障害児 の家庭復帰 を援助す るとい う役割が,大 きな

ウエ イ トを占め るようにな って来た し,今 後 もその傾 向は変わ らない と思 われ

る。

したが って,治 療 と訓練 とい う機 能 を中心 として運営 されて来た肢体不 自由

児施設 において も,養 護問題 を持つ障害児 に対 す る取組み を,積 極 的に担 う姿

勢が必要である。

第一 に述べ た役割 と,第 二 の役割 を同一 の施設が担 うのか,違 う制度 と基準

の上 にたった,違 う形態 の施設が担 うのか につ いて は,「 ◆1」 で述べ た事 と

共 に,今 後根本 的な検討が必要 である。

◆4緑 成会整育 園の今後の方 向につ いて書 くことは,筆 者 の力量 を越 えてい

るが,東 京都 は,養 護問題 を持 つ肢体不 自由児 を入所対象 とす る,肢 体不 自由

児療護施設 を持 っていない。 その状況 の中で,緑 成会整育園 は,養 護問題 を持

つ心 身障害児 の生活の場 としての福祉施設の役割 を果た して来 た し,現 在 も多

くの養護問題 を持つ心 身障害児が,緑 成 会整育園 を利用 しているのである。

医療 的ニ ー ドに応 えることを主 目的 として運営 されて来た肢体不 自由児施設

一緑 成会整育園が,養 護 問題 を持つ心 身障害児 を積極 的に受 け入 れ処遇す る事

は,ま った く新 しい試み に等 しいので。古い制度 の制約 の中で は,様 々な困難

に直面 し,一 時的 にみれ ば,処 遇の混乱 や水準 の低下 を招 くこ とは避 け られな

い事で ある。

しか し,過 去 の福祉 的な試みが,同 様 の困難 に出会 い,そ れを乗 り越 える中

か ら,新 しい政策 や処遇 の方法 を生 み出 して来 たよ うに,緑 成会整育園 に も,

あえて養護問題 を持つ心 身障害児 を積極的 に受 け止め,処 遇す るとい う困難 な

仕事 を継続 し,そ の中か ら,新 しい施設作 りの方向性 を見 出 して欲 しい と,筆

者 は切望 しているのである。
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注

1肢 体不自由児施設の運営費用は,約8割 が児童の医療費か ら残 り約2割 が児童福祉

法 による措置費か ら至便 させ る。

脳性麻痺や,脳 神経系の障害に対す る治療 ・訓練 においては,整 形外科的手術等 は少

な く,訓 練 中心であ り,保 険点数が取 りに くい。
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50高 橋孝文 「肢体不 自由児施設か らみた療育事業の現況 と問題点」 『総合 リハ ビリテ」

シ ョン13巻5号 』医学書院1985年5月

51安 積 純子 他 共著 「生の技法一 家 と施設 を出て暮 らす 障害者の社会 学」藤 原書店

1990年10.月25日

52松 井二郎訳 「施設ケ アの実践綱領=英 国の社会福祉施設運営基準=」 昭和60年11月

10日

53杉 浦守邦 『日本最初の肢体不 自由児学校 ・柏学園 と柏倉松蔵』山形大学教育学部養

護教室 昭和61年

54吉 武民樹 「平成2年 度全 国重症心身障害児施設長会議報告」 『重症児 とともに』社

団法人 日本重症児福祉協会 平成2年9月20日

55高 松鶴吉 「全国肢体不 自由児施設一現状 と将来展望一」 『整形 ・災害外科11月 号』

金原出版1989年11月

56坂 口亮 「障害児療 育の現状 と将来像」 『整形 ・災害外科11月 号』金原出版1989

年11月

57小 林久利主任研究者編集 『昭和62年 度厚生省心身障害研究報告書一心身障害児(者)

施設福祉 のあ り方に関する総合的研究』昭和63年3月

58小 林久利主任研究者編集 『昭和63年 度厚生省心身障害研究報告書一心 身障害児(者)

施設福祉のあ り方 に関す る総合的研究』平成元年3月


